
令和８年４月１日より、病院名を変更いたします。

これまで多くの患者さま、地域の皆さまに支えていただき、
心より感謝申し上げます。
これからも皆さまに寄り添い、安心してお越しいただける医療を
目指してまいります。

よくあるご質問

Q 診療体制の変更はありますか？
A 変更はございません。

Q 住所・電話番号・FAX番号の変更はありますか？
A 変更はございません。

Q 診察券は使えなくなりますか？
A 旧病院名でも引き続きご利用いただけます。

Q 請求書や銀行口座はどうなりますか？
A 4月1日以降はイムス明理会東京町田病院名義での請求書発行となり

ます。銀行口座の名義も変更予定ですので、ご利用の方には別途
ご案内させていただきます。
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